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令和５年 11 月 25 日、今シーズン初めて家きんでの高病原性鳥インフル

エンザが発生して以来、家きんでは 6 件、野鳥では８７件の発生が報告され

ており、令和 6 年 1 月以降も発生が続いています。（1 月 1９日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家きんにおける発生状況 

 地域 疑似患畜 

判定日 

用途 羽数 亜型 

1 佐賀県鹿島市 R5.11.25 採卵鶏 約 4 万羽 H5N1 

2 茨木県笠間市 R5.11.27 採卵鶏 約 7.2 万羽 H5N1 

3 埼玉県毛呂山町 R5.11.30 採卵鶏 約 4.5 万羽 H5N1 

4 鹿児島県出水市 R5.12.3 採卵鶏 約 2.3 万羽 H5N1 

5 群馬県高山村 R6.1.1 採卵鶏 約 36 万羽 H5N1 

6 岐阜県山県市 R6.1.5 肉用鶏 約 5 万羽 H5N1 

鳥インフルエンザ対策の徹底を！ 



 昨シーズン発生のあった農場における発生事例もあり、野鳥が飛来する河

川や池、水田等が近隣にある農場は鶏舎へのウィルスの侵入リスクが高くな

っています。引き続き飼養衛生管理基準を遵守し、防疫対策を徹底してくだ

さい。 

 

【対策のポイント】 

●農場内に関係者以外を立ち入らせず、不要な物を 

持ち込ませない 

●農場及び畜舎出入口での車両や靴底の消毒、 

長靴の交換の徹底 

●防護柵、防鳥ネット、畜舎の破損箇所の修繕 

●農場施設周囲および農場敷地内の消毒 

●入気口対策（フィルターや細霧装置の設置） 

 

【早期発見・早期通報】 

  毎日の健康観察により異常を発見した場合は、最寄りの家畜保健衛生所 

 に速やかに報告してください。 

 

【鳥インフルエンザに関する情報について】 

最新の情報については、家畜衛生だよりの他、以下のホームページをご

参照ください。 

 ・畜産協会わかやま「わかやまちくさん広場」 

  http://wakayama.lin.gr.jp/ 

・農林水産省「令和 5 年度 鳥インフルエンザに関する情報について」 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r5_hpai_kokunai.html 

・環境省「高病原性鳥インフルエンザに関する情報（野鳥、飼養鳥）」 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （農林水産省 HP より引用） 
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